
 

 

健 危 第 1 3 7 8号 

令和６年５月２日 

 

一般社団法人神奈川県精神科病院協会長 殿 

 

 

神奈川県健康医療局保健医療部 

健康危機・感染症対策課 

感染症対策担当課長 

（公 印 省 略） 

 

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方

の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の廃止について（周知） 

 

日頃から、本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進に御理解と御協力をいた

だき、厚く御礼申し上げます。 

 令和６年４月26日付け厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局生活衛

生課事務連絡「「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いが

ある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の廃止について（周

知）」が発出されましたのでお知らせします。 

つきましては、貴会員への周知をお願いいたします。 

  

【添付資料】 

 ・「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処

置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の廃止について 

（令和６年４月 26日厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡） 

 

問合せ先 

 健康危機・感染症対策課 

新興感染症対策グループ 坂本 

電 話 045-210-1111（代表） 
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